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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面改質処理された接着面を有し、シクロオレフィンを重合したポリマー材料から形成
された歯科用部材であって、前記表面改質処理が、前記接着面にグラフト重合開始剤を塗
布し、さらに前記塗布面に反応性モノマーを供給し光照射して、上記グラフト重合開始剤
を塗布した接着面部分のポリマー材料に上記反応性モノマーをグラフト重合させることに
より行われることを特徴とする歯科用部材。
【請求項２】
　前記接着面に光重合性接着剤が塗布されていることを特徴とする請求項１に記載の歯科
用部材。
【請求項３】
　シクロオレフィンを重合したポリマー材料から形成された歯科用部材の表面改質処理方
法であって、前記歯科用部材の表面にグラフト重合開始剤を塗布し、さらに前記塗布面に
反応性モノマーを供給し光照射して、上記グラフト重合開始剤を塗布した接着面部分のポ
リマー材料に上記反応性モノマーをグラフト重合させることを特徴とする歯科用部材の表
面改質処理方法。
【請求項４】
　上記グラフト重合開始剤含有溶液を塗布および乾燥後に反応性モノマーを供給すること
を特徴とする請求項３に記載の歯科用部材の表面改質処理方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に歯列矯正部材及び義歯用部材等の口内に装着するための歯科用部材、並
びに歯科用部材の表面改質処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科用部材の１つである歯列矯正部材は、不正歯列の矯正治療に用いられ、その多くは
患者の歯牙に直接接着させて使用されている。このような歯列矯正部材としては、ブラケ
ット，バンド，バッカルチューブ，リンガルシース，リンガルボタン等が知られている。
中でも、ブラケットは最も普通に用いられている部材である。
　歯列矯正用ブラケットとしては、従来より、金属製のものが広く知られているが、近年
、審美性の向上を目的に、セラミックス製ブラケットやプラスチック製ブラケット等、透
明あるいは白色系半透明の材料により形成されているものが用いられるようになってきた
。
【０００３】
　従来のプラスチック製ブラケットを形成する材料としては、ガラス繊維により強化され
たポリカーボネート（例えば、特許文献１及び２参照）が多く用いられている。ポリカー
ボネート製ブラケットは、透明性が高く、比較的高強度で、一般の歯列矯正用接着剤によ
り矯正治療に必要な接着強度が得られるという利点を有する。
【０００４】
　しかしながら、上記のポリカーボネート製ブラケットは、“飲食物の色素成分によって
着色して、審美性を損なう”、“口内環境において、加水分解等により樹脂が劣化して、
治療中にブラケットの構成部材が破損する”、“治療期間（一般に１８～２４ヶ月）の間
にブラケットを交換する必要がある”、“内分泌攪乱物質（いわゆる環境ホルモン）の一
つであるビスフェノールＡ（ＢＰＡ）が溶出する可能性がある”、といった不具合があっ
た。
【０００５】
　また、歯科用部材の１つである人工歯、義歯床、義歯裏装材等の義歯用部材においても
、同様に、形成される材料として各種プラスチックや金属が一般的に用いられている。
　従来の義歯用部材を形成する材料としては、ホウ酸アルミニウムウイスカ、粒子状ホウ
酸アルミニウムにより強化されたポリカーボネート（例えば、特許文献３参照）、ポリス
ルホンまたはポリサルホン樹脂、エラストマーを添加したアクリル樹脂（例えば、特許文
献４参照）、ポリエチレンやポリプロピレン（例えば、特許文献５参照）などが知られて
いる。
　義歯裏装材とは、適合の悪くなった義歯の再適合をはかったり、咀嚼時に疼痛が生じる
症例等に用いられる器具である。義歯裏装材は、硬質裏装材と軟質裏装材とがある。硬質
裏装材に用いる材料としては、アクリル系樹脂等が知られており、軟質裏装材に用いる材
料としては、軟質アクリル、軟質シリコン等が知られている。
【０００６】
　これら義歯用部材においても、上記のポリカーボネート製ブラケットの場合と同様に、
ポリカーボネート、ポリサルホンなどの義歯用部材はビスフェノールＡの溶出の可能性が
ある。また、アクリル樹脂製の義歯用部材は成形性が良好であるが、吸水性が高く、樹脂
が劣化しやすい等の問題がある。
【０００７】
　そこで、歯列矯正部材や義歯用部材を構成する材料として、上記ポリカーボネート樹脂
やポリサルホン樹脂等に代わる新しいポリマー材料が望まれている。
　例えば、歯列矯正用ブラケットでは、ポリウレタン、ポリアセタール、アクリル系樹脂
等から形成されたブラケットが上市された。しかし、これは不透明である、ある種の成分
が溶出する等の問題があった。また、透明ナイロン（結晶化ナイロン）を用いたブラケッ
トも提案されているが、透明ナイロンは、吸水性が高いことから、長期間に渡り口内環境
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にさらされると、変色して劣化し、接着はがれが起きる可能性があった。
【０００８】
　また、ポリプロピレン、ポリエチレン等のオレフィン系樹脂は、化学的に極めて安定で
あり、ＢＰＡのような環境ホルモンを溶出しない材料である。これらの材料を表面改質処
理して接着性を向上させることにより、歯列矯正用ブラケットに適用できることが提案さ
れている（例えば、特許文献６参照）。
【０００９】
　一方、歯科用部材を歯牙と接着する時、または歯科用部材同士を接着する時に、プラス
チックプライマーを用いて処理することがある。プラスチックプライマーは、アクリルモ
ノマーやある種の溶剤等の混合物からなるものである。
　例えば、プラスチック製ブラケットでプライマーを用いる場合、プラスチックプライマ
ーをブラケットの接着面に塗布することにより、接着面を溶解したり、接着成分を付着さ
せたりして、接着剤が接着面と化学的に結合できるようにしている。しかしながら、近年
では、光重合性接着剤の普及や、接着剤が塗布された状態でユーザーに供給されるプレプ
ライムブラケットの進展により、このプライマーを用いた処理は非効率であると考えられ
つつある。
【００１０】
　プラスチックプライマーによる処理を行わずに、ブラケットを歯牙に接着する技術とし
ては、以下のものが知られている。
　例えば、接着面にエポキシ樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂を塗布し、これらの樹脂
がやわらかく湿っている状態でシリカ、アルミナ等の微粒子をまぶし固めてメカニカルロ
ック層を形成する技術（例えば、特許文献７参照）、アクリルモノマーとある種の溶剤と
の混合物を接着面に塗布・乾燥させて低分子のアクリル層を形成する技術（例えば、特許
文献８参照）、重合可能な成分、接着面を溶解する溶剤、及び光重合開始剤の混合物を接
着面に塗布・乾燥して薄膜層を形成する技術（例えば、特許文献９参照）等が知られてい
る。
【００１１】
　しかしながら、特許文献７に記載の技術は、確実なメカニカルロック層を形成すること
ができず、一方、特許文献８に記載の技術では、低分子のアクリル層であっても、固化し
た状態になると接着剤と馴染まないという問題がある。また、特許文献９に記載の技術で
は、経時変化により接着面に形成された薄膜層が固化又は重合するために、安定的な接着
強度を得られないという問題がある。
【００１２】
　また、義歯床に人工歯を固定する場合や、義歯床の補修等を行う際にもプラスチックプ
ライマーを用いることがある。この場合、プライマーや溶剤成分を適切に選定しないとソ
ルベントクラックを生ずることもある。
【００１３】
【特許文献１】特開平９－９８９８８号公報
【特許文献２】米国特許５，２５４，００２号明細書
【特許文献３】特開２０００－３４４９４１号公報
【特許文献４】特開２００１－２５８９０８号公報
【特許文献５】特開２００２－２２４１４４号公報
【特許文献６】特開２００２－２０１２９７号公報
【特許文献７】米国特許５，２６７，８５５号明細書
【特許文献８】米国特許５，２９５，８２４号明細書
【特許文献９】米国特許５，５５８，５１６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、上記背景技術で挙げたポリプロピレン、ポリエチレン等のオレフィン系樹脂
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を歯列矯正用ブラケットに用いた場合、透明でない、樹脂の強度が低いため変形しやすい
、等の問題がある。このオレフィン系樹脂の強度を改善するために、ガラス繊維，金属，
炭素繊維等の補強剤を添加すると、透明性がますます失われてしまう。
　以上に掲げたプラスチック製ブラケットで起こる問題は、例えばバンド，バッカルチュ
ーブ，リンガルシース，リンガルボタン等の歯列矯正部材全般にも生じている。
　また、人工歯、義歯床、義歯裏装材等の義歯用部材においても、ポリプロピレン、ポリ
エチレン等のオレフィン系樹脂を用いると、樹脂の強度が低く変形しやすい等の問題が生
じている。
【００１５】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、強度が高く、治療期
間を通じて口内環境下で劣化・変色することがなく、環境ホルモン等の化学物質を溶出せ
ず、歯列矯正部材として用いる場合には透明性が高く審美性に優れた、歯科用部材を提供
することである。
　また、本発明の別の目的は、歯科用部材と歯牙との接着性または他の歯科用部材との接
着性を向上させることができる歯科用部材の表面改質処理方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するための手段として、本発明の歯科用部材は、請求項１に記載したよ
うに、少なくともシクロオレフィンを重合したポリマー材料から形成されたことを特徴と
している。
　本発明において、歯科用部材とは、バンド，バッカルチューブ，リンガルシース，リン
ガルボタン等の歯列矯正部材、及び人工歯、義歯床、義歯裏装材等の義歯用部材、その他
歯科治療に用いられ、口内に装着するための種々の部材をいう。
　上記のように構成された歯科用部材は、シクロオレフィンを重合したポリマー材料の強
度が高いため、変形しにくい。また、前記ポリマー材料は、透明で化学的に安定であるの
で、本発明の歯科用部材は、口内環境で変色・劣化することがなく、ＢＰＡ等の人体に有
害な物質を溶出しないものである。
【００１７】
　また、本発明の歯科用部材は、請求項２に記載したように、前記ポリマー材料が、実質
的に前記シクロオレフィンのみを重合したことが好ましい。
　ここで、本発明において『実質的にシクロオレフィンのみ重合したポリマー材料』は、
機能を損なわない範囲でシクロオレフィン以外の繰り返し単位を含んでいてもよいポリマ
ーをいう。好ましくは、ポリマー材料に含まれるシクロオレフィンに由来する繰り返し単
位が、９０～１００質量％の範囲である。
　上記のように構成された歯科用部材は、請求項１の作用効果に加えて、さらに耐溶剤性
、機械的強度が優れている。
【００１８】
　また、本発明の歯科用部材は、請求項３に記載したように、前記ポリマー材料が、シク
ロオレフィンと鎖状オレフィンとを共重合したことが好ましい。
　上記のように構成された歯科用部材は、請求項１の作用効果に加えて、さらに、成形に
適する熱可塑性，低吸水率性，有機溶媒に対する高い耐薬品性，高剛性等を有している。
【００１９】
　また、本発明の歯科用部材は、請求項４に記載したように、表面改質処理された接着面
を有し、少なくともシクロオレフィンを重合したポリマー材料から形成された歯科用部材
であって、前記表面改質処理が、前記接着面にグラフト重合開始剤を塗布し、さらに前記
塗布面に反応性モノマーを供給して光グラフト重合することにより行われることが好まし
い。
　ここで、歯科用部材の接着面とは、歯牙との接着面または他の歯科用部材に対する接着
面等が挙げられる。
　このような表面改質処理を接着面に対して行うことにより、歯科用部材の接着面部分の
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ポリマー材料をグラフト化して、接着剤との親和性を向上させることができる。よって、
上記のように構成された歯科用部材は、歯牙と接着させた時もしくは他の歯科用部材と接
着させた時に接着面と接着剤とが強く結合できるので、十分な接着強度を発揮できる。
【００２０】
　また、本発明の歯科用部材は、請求項５に記載したように、前記接着面に光重合性接着
剤が塗布されていることが好ましい。
　このような構成によれば、歯牙との接着時もしくは他の歯科用部材との接着時にプライ
マー処理等の面倒な工程を必要とせず、容易に接着できる歯科用部材を得ることができる
。
【００２１】
　一方、本発明の表面改質処理方法は、請求項６に記載したように、少なくともシクロオ
レフィンを重合したポリマー材料から形成された歯科用部材の表面改質処理方法であって
、前記歯科用部材の接着面にグラフト重合開始剤を塗布し、該塗布面に反応性モノマーを
供給して光グラフト重合することを特徴としている。
　このような表面改質処理方法によれば、重合開始剤を予め塗布しておくことによって、
必要とする部分だけに確実に歯科用部材の表面をグラフト重合反応させることができる。
また、紫外線照射等の容易な方法でグラフト重合反応を行うことができるので、煩雑な工
程を経ることがない。よって、より容易かつ確実に歯科用部材の表面を改質して、歯科用
部材と歯牙との接着性または他の歯科用部材との接着性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の歯科用部材は、透明で強度の高いシクロオレフィンを重合したポリマー材料か
ら形成されているので、変形しにくく、口内環境下において加水分解等の化学変化を受け
にくい。よって、本発明によれば、強度が高く、劣化・変色が起きにくく、ＢＰＡ等の人
体に有害な物質を溶出しない歯科用部材を提供することができる。また、歯列矯正部材と
して用いる場合にはさらに、透明性が高く審美性に優れた歯科用部材を提供できる。
　また、本発明の上記歯科用部材の表面改質処理方法は、歯科用部材と歯牙との接着性ま
たは他の歯科用部材との接着性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の歯科用部材に係る実施形態を図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の歯科用部材である歯列矯正用のブラケットの一実施形態を示す概略図
であって、そのうち、（Ａ）はブラケットを示す図であり、（Ｂ）は歯牙を示す図である
。
　図１の（Ａ）および（Ｂ）に示すように、ブラケット１０は、歯牙１１の歯面１１ａに
接着可能な接着面１０ａを有しており、少なくともシクロオレフィンを重合したポリマー
材料から形成されている。
【００２４】
　本発明において、ブラケット１０等の歯列矯正部材を始めとする歯科用部材を構成する
ポリマー材料は、少なくともシクロオレフィンを重合したもの（以下、シクロオレフィン
系ポリマーともいう。）である。このシクロオレフィン系ポリマーは、強度が高く、化学
的にも非常に安定である。
　前記シクロオレフィン系ポリマーにおいて、モノマーとして用いられるシクロオレフィ
ンとしては、シクロペンテン，シクロヘキセン，ノルボルネン，テトラシクロドデセン類
等が挙げられ、中でもノルボルネン，テトラシクロドデセン類が好ましい。これらは、単
独で用いてもよいし、２種以上併用してもよい。
　本発明に係るポリマー材料はシクロオレフィンとシクロオレフィン以外のモノマーとの
コポリマーであってもよい。
【００２５】
　本発明において、前記ポリマー材料の好ましい形態としては、実質的に前記シクロオレ
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フィンのみを重合したもの（以下、ポリシクロオレフィンともいう。）、シクロオレフィ
ンと鎖状オレフィンとを共重合したもの等が挙げられる。
　ポリシクロオレフィンから形成された歯科用部材は、耐溶剤性、機械的強度に優れてい
るため好ましい。このようなポリマーとしては、Ｚｅｏｎｏｒ１０２０Ｒ（日本ゼオン(
株)社製）等が挙げられる。
【００２６】
　また、シクロオレフィンと鎖状オレフィンとを共重合したポリマー材料からなる歯科用
部材は、成形に適する熱可塑性，低吸水率性，有機溶媒に対する高い耐薬品性，高剛性等
を有するため好ましい。
　鎖状オレフィンとしては、エチレン，プロピレン，４－メチル－１－ペンテン等が挙げ
られる。このうち、エチレン，プロピレンが好ましく、エチレンが特に好ましい。このよ
うなポリマー材料としては、市販のものがよく知られており、例えば、Ｔｏｐａｓ６０１
３（三井化学(株)社製）等が挙げられる。
　シクロオレフィンと鎖状オレフィンとを共重合したポリマー材料において、ポリマー材
料全体に占めるシクロオレフィンから誘導された繰り返し単位の含有率としては、５～９
９重量％であることが好ましく、３０～９９重量％がより好ましい。また、鎖状オレフィ
ンから誘導された繰り返し単位の含有率としては、５～７０重量％が好ましい。
【００２７】
　前記ポリマー材料は、熱可塑性であっても熱硬化性であってもよい。歯科用部材を形成
するポリマー材料が熱可塑性である場合には、射出成形，押出成形，中空成形等により好
適に作製できる。また、熱硬化性である場合にも、射出成形，圧縮成形等により好適に作
製できる。
【００２８】
　また、前記ポリマー材料は、ガラス繊維，金属，炭素繊維等が含有されていてもよい。
このことにより、歯科用部材をより強度の高いものにすることができる。また、前記ポリ
マー材料は、酸化防止剤，安定剤，造核剤等、高分子材料に通常添加される各種添加剤が
含有されていてもよい。
【００２９】
　本実施形態に係るブラケット１０を歯牙１１へ接着するには、ブラケット１０の接着面
１０ａ全体に通常の歯列矯正に用いられる接着剤を塗布し、この接着面１０ａを歯牙１１
の表面１１ａに圧着させることにより行うことができる。
【００３０】
　以上で説明した本実施形態に係るブラケット１０は、透明で強度の高いシクロオレフィ
ン系ポリマーから形成されたものである。しかも、シクロオレフィン系ポリマーは、吸水
率が低いので、口内環境において加水分解等の化学変化を受けにくく、ＢＰＡ等の人体に
有害な物質を溶出しない物質である。また、強度をより向上させるためにガラス繊維，金
属，炭素繊維等の補強剤を含有させても変色しにくい性質をもつ。よって、本実施形態に
係るブラケット１０は、審美性、耐久性及び安全性に優れ、変形しにくく強度の高いもの
となる。
【００３１】
　本発明に係るブラケット１０の接着面１０ａは、本発明の光グラフト重合による表面改
質処理がなされていることが好ましい。すなわち、接着面１０ａに、グラフト重合開始剤
を塗布し、該塗布面に反応性モノマーを供給して光を照射して、光グラフト重合すること
により、表面改質処理がなされることが好ましい。表面改質処理を行う時期としては、特
に限定されないが、ブラケット１０が作製された直後から、歯牙に接着される直前までの
所望の時期に行うことができる。
　以下、本発明に係る表面改質処理方法の一実施形態として、ブラケット１０の接着面１
０ａの表面改質方法について説明する。
【００３２】
（洗浄処理）
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　まず、ブラケット１０の接着面１０ａを、例えば、アルコール，アセトン，トルエン等
を単独又はこれらを混合したもので洗浄する。一般の高分子材料の表面改質処理において
、予め高分子材料の表面を洗浄することは通常行われる処理である。
【００３３】
（グラフト重合開始剤の塗布）
　次に、グラフト重合開始剤を溶剤等に溶解して塗布液を作製し、上記洗浄処理がされた
接着面１０ａにこの塗布液を塗布して乾燥する。
　ここで用いられるグラフト重合開始剤としては、ベンゾフェノンアントラキノン，ベン
ゾイルパーオキサイド等の過酸化物、硝酸二セリウムアンモニウム等の過硝酸塩、過硫酸
アンモニウム等の過硫酸塩等が挙げられる。また、溶剤としては、アセトン，ベンゼン等
の揮発性の高いものが好ましい。塗布液中の重合開始剤の濃度としては、０．５～１０重
量％が好ましい。
【００３４】
　また、前記塗布液には、ポリビニルアルコールやポリ酢酸ビニル等の親水性ポリマーを
含有させることが好ましい。このことにより、酸素により下記の光グラフト重合が阻害さ
れるのを防止することができる。この親水性ポリマーの塗布液中の含有量は、０．５～３
０重量％が好ましい。
【００３５】
（光グラフト重合の実施）
　次に、上記重合開始剤が塗布されたブラケット１０の塗布面に、反応性モノマーを供給
して接着面１０ａ上で光グラフト重合を行う。具体的には、ブラケット１０を、例えば反
応性モノマーを含有する溶液が入った反応容器に投入して、光を照射することにより行う
ことができる。
　照射する光の波長は特に限定されないが、波長が２００～３６０ｎｍの紫外線を用いる
ことが好ましい。また、光源としては、高圧水銀灯，低圧水銀灯，メタルハライドランプ
等を用いることができる。光を照射する際、これらの光源に対してフィルターを使用して
、特定波長の光を照射してもよいし、光源から発せられる全波長の光を照射してもよい。
【００３６】
　ここで用いられる反応性モノマーとしては、特に限定されないが、Ｃ＝Ｃ(炭素－炭素
二重結合)を有する親水性の化合物類が好ましい。具体的には、アクリル酸，メタクリル
酸，ビニル酢酸，ヒドロキシアルキルアクリレート，ヒドロキシアルキルメタクリレート
，無水ピロメリット酸等が挙げられる。中でも、接着強度と耐薬品性の観点から、アクリ
ル酸，メタクリル酸が好ましい。
【００３７】
　上記反応性モノマーは、水，アルコールやこれらの混合物等、光グラフト重合の実施に
支障のないものに溶解されることが好ましい。反応性モノマーの溶液中の濃度としては、
０．５～５０重量％が好ましい。
【００３８】
（後処理）
　上記光グラフト重合反応が終了した後、接着面を溶剤により洗浄する。この操作により
、前記親水性ポリマーと、反応性モノマーとが光グラフト重合することにより生じたホモ
ポリマーを溶剤により除去することができる。このとき、５０～８０℃に加熱するとより
容易に除去できる。
【００３９】
　従来、歯科用部材以外の分野で、シクロオレフィン系ポリマーを用いた部材を表面改質
処理する方法が知られている。例えば、特開２００１－３１６４３２号公報又は特開２０
０１－３１８２０２号公報には、ポリシクロオレフィンからなる光学材料を、窒素雰囲気
下において、反応性モノマー及び重合開始剤を溶解した溶液中で加熱することにより、溶
融混練重合又は含浸重合させてグラフト化する方法が記載されている。
【００４０】
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　これに対し、本発明の表面改質処理方法におけるグラフト重合は、全ての操作を大気中
で行うことができ、また、紫外線を照射することによりグラフト化することができるので
、容易に実施可能である。また、重合開始剤を予め接着面１０ａに塗布することにより、
接着面１０ａでの反応を選択的に確実に行うことができる。これらの点により、表面改質
処理をより容易かつ確実に実施することができる。
【００４１】
　また、以上に説明した表面改質処理により、接着面１０ａにおいて親水性モノマーが光
グラフト重合されるので、接着面１０ａは親水性の化学物質をよく結合できるようになる
。よって、接着剤等を用いて本発明に係るブラケット１０を歯牙に接着した場合に、接着
面１０ａと接着剤との親和性を向上できるので、接着剤がより強固に接着面１０ａに結合
することができ、歯牙１１とブラケット１０との十分な接着強度を得ることができる。
【００４２】
　また、本実施形態に係るブラケット１０は、接着面上に光重合性接着剤が塗布されてい
てもよい。上記表面改質処理がなされるブラケットに光重合性接着剤を塗布する場合は、
表面改質処理が行われた後に、光重合性接着剤が塗布されることが好ましい。
　ここで、光重合性接着剤としては、歯科用アクリル系光重合性接着剤等が挙げられる。
このような光重合性接着剤としては、市販のものがよく知られており、例えば、商品名：
アイデルライトキュア（米国ＧＡＣ社販売）、リライアンスＬＣ（米国リライアンス社販
売）等が挙げられる。
　また、接着面１０ａに光重合性接着剤を塗布した後、適当な波長の光を照射して重合さ
せることにより、接着面１０ａに光重合性接着剤を確実に固着させることができる。
【００４３】
　光重合性接着剤が塗布されたブラケット１０を歯牙１１に接着するには、接着面１０ａ
を歯牙１１の表面１１ａに圧着させた後に、波長が２５０～５００ｎｍの光を照射して、
光重合性接着剤を重合して、接着面１０ａに固着させることにより行うことができる。
　このように、接着面１０ａにさらに光重合性接着剤を塗布されたブラケット１０は、歯
牙との接着時にプライマー処理等の面倒な工程を必要とせず、直前に光を照射するだけで
、ブラケット１０を接着することができる。
【００４４】
　以上、本発明に係る歯科用部材および該部材の表面改質処理方法の一実施形態として、
歯列矯正用ブラケットを用いて説明したが、本発明に係る歯科用部材はこれに限定される
ものではなく、ブラケット、バンド、バッカルチューブ、リンガルシース、リンガルボタ
ン等、歯列の矯正に用いられるあらゆる歯列矯正部材や、義歯、人工歯、義歯裏装材等の
義歯用部材を含む、口内に装着される種々の歯科用部材に適用できる。
【００４５】
　以下、図２に示す義歯に用いられる義歯用部材に本発明を適用する場合について説明す
る。図２（Ａ）は、人工歯を義歯床に取り付けた上顎用義歯２１及び下顎用義歯２２を示
している。また、図２（Ｂ）及び（Ｃ）は、図２（Ａ）の上顎用義歯２１を構成する義歯
用部材を示しており、（Ｂ）は上顎用義歯２１の義歯床２３、（Ｃ）は人工歯２４を示し
ている。
　図２（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように、義歯床２３は人工歯２４との接着面２３ａを有し
ており、人工歯２４は義歯床２３との接着面２４ａを有している。義歯床２３及び人工歯
２４は、シクロオレフィン系ポリマーにより形成されており、上記ブラケット１０（図１
）と同様の方法により製造できる。
【００４６】
　このような義歯床や人工歯等の義歯用部材においても、少なくともシクロオレフィンを
重合したポリマー材料から形成されているので、審美性、耐久性及び安全性に優れ、変形
しにくく強度の高いものとなる。義歯用部材においても、ポリマー材料の他に通常用いら
れる添加剤（着色剤、補強剤、安定剤等）を適宜添加することができる。
【００４７】
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　また、本実施形態に係る義歯床２３と人工歯２４とを接着するには、義歯床２３の接着
面２３ａ及び人工歯２４の接着面２４ａの全体に、義歯床と人工歯との接着に通常用いら
れる接着剤を塗布し、この接着面２３ａと接着面２４ａとを圧着させることにより行うこ
とができる。このように歯科用部材を他の歯科用部材と接着する場合は、少なくともどち
らか一方がシクロオレフィン系ポリマーで形成されていればよいが、どちらの部材もシク
ロオレフィン系ポリマーで形成されていることが好ましい。
　この場合においても、上記ブラケット１０と同様に、義歯床２３の接着面２３ａ及び／
または人工歯２４の接着面２４ａに、本発明の光グラフト重合による表面改質処理がなさ
れていることが好ましい。義歯床２３の接着面２３ａ及び／または人工歯２４の接着面２
４ａに、本発明の表面改質処理方法は、上記ブラケット１０の場合と同様に行うことがで
きる。このように接着面２３ａ，２４ａに本発明の表面改質処理を施すことにより、義歯
床２３と人工歯２４との接着性を向上させることができる。
【００４８】
　また、本実施形態に係る義歯床２３及び人工歯２４は、接着面２３ａ，２４ａ上に光重
合性接着剤が塗布されていてもよい。前記表面改質処理がなされる義歯床２３及び人工歯
２４に光重合性接着剤を塗布する場合は、前記表面改質処理が行われた後に、光重合性接
着剤が塗布されることが好ましい。また、光重合性接着剤は前述のものを用いることがで
き、光重合性接着剤を塗布するには、ブラケット１０の場合と同様にして行うことができ
る。
　このように、接着面２３ａ，２４ａに光重合性接着剤を塗布された義歯床２３及び人工
歯２４は、接着時にプライマー処理等の面倒な工程を必要とせず、直前に光を照射するだ
けで容易に接着することができる。
【実施例】
【００４９】
　以下に、実施例及び比較例を挙げて本発明を詳細に説明するが、これらは本発明を何ら
限定するものではない。
【００５０】
〔実施例１〕
（ブラケットの作製）
　ポリシクロオレフィン（商品名：Zeonor 1020R、ガラス転移温度：１０５℃、日本ゼオ
ン(株)社製）を用いて、通常の射出成形により図１（Ａ）に示すブラケット１０を作製し
た。なお、得られたブラケットは、０．２６５ｇであった。
【００５１】
（ブラケットの表面改質処理）
　上記で製作したブラケットを、エタノールにて室温で３０分間洗浄し、５０℃で３０分
間乾燥した。
　次に、親水性ポリマーとしてポリ酢酸ビニルを３重量％含有し、グラフト重合開始剤と
してベンゾフェノン２重量％を含有するアセトン溶液をブラケットの接着面に塗布し、５
０℃で３０分間乾燥した。その後、石英ガラス製の反応容器に、反応性モノマーとしてア
クリル酸を５重量％含む水溶液１００ｍｌ入れ、さらにブラケットを投入して、液面から
２０ｃｍの距離から高圧水銀灯（商品名：トスキュアＨＣ－４１１Ａ型、４００Ｗ、(株)
東芝製）により６０分間紫外線を照射した。照射後の液温は５０℃であった。
【００５２】
　そして、紫外線照射したブラケットを６０～７０℃の温水で３０分間洗浄した後、アセ
トンで５分間洗浄して、さらに８０℃で３０分間乾燥した。
　以上の処理により、歯面との接着面が光グラフト重合された「ブラケットＡ」を得た。
また、以上の処理によるブラケットの重量増加率は０．２％であった。
【００５３】
〔実施例２〕
　上記実施例１で使用したポリシクロオレフィンの代わりに、シクロオレフィンとエチレ
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ンとのコポリマー（Topas 6013、熱変形温度：1１３０℃、三井化学(株)社製）を用いて
ブラケットを作製して、その接着面に実施例１と同様に表面改質処理を施し、「ブラケッ
トＢ」を得た。
【００５４】
〔実施例３〕
　上記実施例１と同様にブラケットを作製して、接着面に実施例１と同様に表面改質処理
を行った。さらに、このブラケットの接着面に、Ｂｉｓ－ＧＭＡ系光重合性接着剤（商品
名：アイデアルライトキュア、米国ＧＡＣ社販売）を塗布して、６００ｎｍ以下の成分を
フィルターでカットした照明下で塗布した。これを黒色密閉容器で７日間保存して「ブラ
ケットＣ」を得た。
【００５５】
〔実施例４〕
　上記実施例１と同様にブラケットを作製して、「ブラケットＤ」を得た。なお、上記実
施例１で行ったブラケットの接着面の表面改質処理は行わなかった。
【００５６】
〔実施例５〕
（義歯床の作製）
　ポリシクロオレフィン（商品名：Ｚｅｏｎｏｒ１０２０Ｒ、ガラス転移温度１０５℃、
日本ゼオン(株）製）を用いて、通常の射出成形により図２（Ｂ）に示す義歯床２３を作
製した。なお、得られた義歯床は１３．２５ｇであった。
（義歯床の表面改質処理）
　上記で製作した義歯床を、エタノールにて３０分間洗浄した後５０℃で３０分間乾燥し
た。
　次に、親水性ポリマーとしてポリ酢酸ビニルを３重量％含有し、グラフト重合開始剤と
してベンゾフェノン２重量％含有するアセトン溶液を義歯床の人工歯との接着面に塗布し
、５０℃で３０分乾燥した。その後、石英ガラス製の反応容器に、反応性モノマーとして
アクリル酸を５重量％含む水溶液２００ｍｌ入れ、さらに義歯床を投入して、液面から２
０ｃｍの距離から高圧水銀灯（商品名：トスキュア　ＨＣ－４１１Ａ型、４００Ｗ、（株
）東芝製）により６０分間紫外線を照射した。照射後の液温は４５℃であった。
　そして、紫外線照射したブラケットを６０～７０℃の温水で３０分間洗浄した後、アセ
トンで５分間洗浄してさらに８０℃で３０分間乾燥した。
　以上の処理により、人工歯との接着面が光グラフト重合された「義歯床Ａ」を得た。ま
た、以上の処理による義歯床の重量増加率は０．１２％であった。
【００５７】
〔実施例６〕
　上記実施例５で使用したポリシクロオレフィンの代わりに、シクロオレフィンとエチレ
ンのコポリマー（Ｔｏｐａｓ６０１３、熱変形温度１３０℃、三井化学(株）製）を用い
て義歯床を作製して、その人工歯との接着面に実施例５と同様に表面改質処理を施し、「
義歯床Ｂ」を得た。
【００５８】
〔実施例７〕
　上記実施例５と同様に義歯床を作製して、人工歯との接着面に実施例５と同様に表面改
質処理を行った。さらに義歯床の人工歯との接着面にＢｉｓ－ＧＭＡ系光重合性接着剤（
商品名：アイデアルライトキュア、米国ＧＡＣ社販売）を６００ｎｍ以下の成分をカット
した照明下で塗布した。これを黒色密閉容器で７日間保存して「義歯床Ｃ」を得た。
【００５９】
〔実施例８〕
　上記実施例５と同様に義歯床を作製して、「義歯床Ｄ」を得た。なお、上記実施例５で
行った人工歯との接着面の表面改質処理は行わなかった。
【００６０】
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〔比較例１〕
　上記実施例１で用いたポリシクロオレフィンの代わりに、ポリプロピレン（商品名：Ｊ
－754ＨＰ、出光石油化学(株)社製）を用いてブラケットを作製して、実施例１と同様に
表面改質処理を施し、「ブラケットＥ」を得た。
【００６１】
〔比較例２〕
　上記比較例１で用いたポリプロピレンを用いて、「ブラケットＦ」を作製した。なお比
較例１で行った表面改質処理は行わなかった。
【００６２】
〔比較例３〕
　上記比較例１で用いたポリプロピレンの代わりに、ガラス繊維により強化したポリプロ
ピレン（商品名：Ｌ－３０４０Ｐ、ガラス繊維３０％、出光石油化学（株）社製）を用い
てブラケットを作製して、比較例１と同様に表面改質処理を施し、「ブラケットＧ」を得
た。
【００６３】
〔比較例４〕
　上記比較例３で用いたガラス繊維強化ポリプロピレンを用いて、「ブラケットＨ」を作
製した。なお、比較例３で行ったブラケットの接着面の表面改質処理は行わなかった。
【００６４】
〔比較例５〕
　上記比較例１で用いたポリプロピレンの代わりにポリカーボネート（商品名：レキサン
、ＧＥプラスチック社製）を用いて、「ブラケットＩ」を作製した。なお、比較例１で行
った表面改質処理は行わなかった。
【００６５】
〔比較例６〕
　上記実施例５で用いたシクロオレフィンの代わりに、ポリエチレン（商品名：０６２８
Ｇ、出光石油化学(株）製）を用いて義歯床を作製して、実施例５と同様に表面改質処理
を施し、「義歯床Ｅ」を得た。
【００６６】
〔比較例７〕
　上記比較例６で用いたポリエチレンを用いて「義歯床Ｆ」を作製した。なお、比較例６
で行った表面改質処理は行わなかった。
【００６７】
〔比較例８〕
　上記比較例６で用いたポリエチレンの代わりに、ポリメチルメタクリレート（商品名：
アクリコンＡＣ、三菱レーヨン社製）に過酸化ベンゾイルを０．５重量％添加したものを
用いて「義歯床Ｇ」を作製した。なお、比較例６で行った表面改質処理は行わなかった。
【００６８】
〔比較例９〕
　上記比較例６で用いたポリエチレンの代わりに、ポリカーボネート（商品名：レキサン
、ＧＥプラスチック社製）を用いて「ポリカーボネート製義歯床Ｈ」を作製した。なお、
比較例６で行った表面改質処理は行わなかった。
【００６９】
〔評価〕
（光線透過率）
　上記で作製したブラケットＡ～Ｉから、厚さ３ｍｍの試験片を切り出し、ＡＳＴＭ　Ｄ
１００３に基づいて、光線透過率の試験を行った。
【００７０】
（引っ張り破壊試験）
　上記で作製したブラケットＡ～Ｉ、及び義歯床Ａ～Ｈを、引っ張り試験機（モデル５５
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６７、米国インストロン社製）に固定し、引っ張り方向の変形が１０％に達したときの引
張り強さを測定した。
【００７１】
（着色性試験）
　染色剤ダイアニックス・ブルーＡＣ-Ｅ、ダイアニックス・イエローＡＣ-Ｅ、ダイアニ
ックス・レッドＡＣ-Ｅ（いずれもダイスタージャパン（株）社製）をそれぞれ濃度が３
重量％となるように水に溶解して、７０～８０℃に加熱した。
ここに、上記で作製したブラケットＡ～Ｉ、及び義歯床Ａ～Ｈを投入し、３０分間加熱し
た。その後、中性洗剤を加えた水で煮沸洗浄し、乾燥後着色度合いを比較した。
　なお、着色性の評価は以下のようにした。
〇：ほとんど着色しなかった。
×：着色した。
【００７２】
（せん断接着強度試験）
　上記で作製したブラケットＡ，Ｂ，Ｄ、及び比較用ブラケットＥ～Ｉの接着面に接着剤
を塗布し、歯のモデルとした被着体（ブラケットとの接着面がシラン処理されたアルミナ
セラミック、直径８ｍｍ，高さ１０ｍｍの円筒形）に接着した。接着剤はＢｉｓ－ＧＭＡ
系接着剤（商品名：アキュボンド、２ペースト混合タイプ、化学重合型、米国ＧＡＣ社販
売）を用いた。ブラケットが接着された被着体を３７℃、２４時間大気中に放置した後、
引張り試験機（モデル5567、米国インストロン社製）でせん断接着強度を測定した。
【００７３】
　上記で作製したブラケットＣについては、上記と同じ被着体にブラケットＣの接着面を
圧着させて固定した後、４７０ｎｍを中心にした光（６００～７５０ｍＷ／ｃｍ2）を４
０秒間照射し、接着剤を重合させた。その後、ブラケットが接着された被着体を３７℃、
２４時間大気中に放置した後、引張り試験機（モデル5567、米国インストロン社製）でせ
ん断接着強度を測定した。
【００７４】
　上記で作製した義歯床Ａ、Ｂ、Ｄ及び比較用義歯床Ｅ～Ｈの人工歯との接着面（義歯取
り付け面）に接着剤を塗布し、人工歯（商品名：サーパス（前歯）Ｃ３、（株）ジーシー
製）を接着した。接着剤はＢｉｓ－ＧＭＡ系（商品名：アキュボンド、２ペースト混合タ
イプ、化学重合型、米国ＧＡＣ社販売）を用いた。
　人工歯が接着された義歯床を３７℃で２４時間大気中に放置した後、引っ張り試験機（
モデル５５６７、米国インストロン社製）で引っ張り試験を行った。
　上記で作製した義歯床Ｃについては、上記と同じように義歯を接着させた後、４７０ｎ
ｍを中心にした光（６００～７５０ｍＷ／ｃｍ２）を８０秒間照射し、接着剤を重合させ
た。その後、人工歯が接着された義歯床を３７℃で４時間大気中に放置した後、引っ張り
試験機（モデル４４５６、米国インストロン社製）で引っ張り試験を行い、接着強度を測
定した。
　上記試験の結果を以下の表１に示す。
【００７５】
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【表１】

【００７６】
【表２】

【００７７】
　表１の結果から、本発明のシクロオレフィン系ブラケットＡ～Ｄは、比較例のブラケッ
トＥ～Ｉと比較すると、引っ張り破壊試験、光透過率、着色性において優れていた。また
、表２の結果から、本発明の義歯床Ａ～Ｄは、比較例の義歯床と比較すると、引っ張り破
壊試験、着色性において優れていた。
　また、本発明の表面改質処理を行うことにより接着強度が向上するが、特に本発明のブ
ラケット及び義歯床に表面改質処理をした場合に、接着力の向上が顕著であることがわか
る。
　なお、本発明のブラケットＤ（表面改質なし）は、ポリカーボネート製のブラケットＩ
（表面改質なし）と比べると接着強度が劣るが、ブラケットＩは着色性が極めて劣ってい
るため、歯列矯正部材としては不適当なものであった。同様に、義歯床Ｄ（表面改質なし
）についても、義歯床Ｇ（表面改質なし）及び義歯床Ｈ（表面改質なし）と比較すると、
接着強度が劣るが、着色性が極めて劣っているため、義歯用部材としては不適当なもので
あった。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の歯科用部材の一つである歯列矯正部材の一実施形態を示す概略図であっ
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て、そのうち、(Ａ)はブラケット(歯列矯正部材)を示す図であり、(Ｂ)は歯牙を示す図で
ある。
【図２】（Ａ）は、本発明の歯科用部材の一つである義歯の一実施形態を示す概略図であ
る。（Ｂ）は義歯床、（Ｃ）は人工歯を示す図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　　ブラケット（歯科用部材）
　１０ａ，２３ａ，２４ａ　接着面
　１１　　歯牙
　１１ａ　歯面
　２１　　上顎用義歯
　２２　　下顎用義歯
　２３　　義歯床（歯科用部材）
　２４　　人工歯（歯科用部材）

【図２】
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